
JP 5536110 B2 2014.7.2

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検者の眼（１０）の眼球支点位置（ＡＤＬ）を決定する方法であって、前記方法は、
　ａ）前記被検者の第１視線方向に関する眼（１０）の角膜（１４）表面の少なくとも一
部を三次元で測定するステップと、
　ｂ）ステップａ）で決定した前記角膜（１４）表面を、三次元数式で記述するステップ
と、
　ｃ）ステップａ）の前記視線方向と比較し、変化した前記被検者の視線方向に関する角
膜表面の少なくとも一部を三次元で測定するステップであって、この測定はステップａ）
と同じ測定位置で、ステップａ）と比較して変わらない前記被検者の頭部位置に関して行
われるステップと、
　ｄ）ステップｃ）の前記視線方向及び／又は前記眼球支点位置（ＡＤＬ）を、ステップ
ｃ）で測定した前記三次元データをステップｂ）で決定した式に、数学的変換を利用して
、フィッティングさせることによって決定するステップと、
　から成ることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記数学的変換が空間における点周りの回転であることを特徴とする請求項１記載の方
法。
【請求項３】
　前記眼球支点位置（ＡＤＬ）を決定し、入力パラメタとして使用する、眼鏡レンズを眼
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に合せて最適化する方法であって、請求項１又は２に記載の方法を前記被検者の眼（１０
）の前記眼球支点位置（ＡＤＬ）を決定する際に使用されることを特徴とする方法。
【請求項４】
　プログラムをコンピュータで実行する際、請求項１から３のいずれかに記載の方法を実
行するようにセットアップされたプログラムコードを有するコンピュータプログラム。
【請求項５】
　機械可読媒体に格納される請求項４に記載のコンピュータプログラム。
【請求項６】
　被検者の眼（１０）の眼球支点位置（ＡＤＬ）を決定する装置であって、前記装置は、
　ａ）前記被検者の第１視線方向に関する眼（１０）の角膜（１４）表面の少なくとも一
部を三次元で測定し、同じ測定位置で、前記被検者の頭部位置を変えずに、前記第１視線
方向と比較して変化している前記被検者の第２視線方向に関する前記角膜（１４）表面の
少なくとも一部を三次元で測定する測定装置（１４１）と、
　ｂ）前記第１視線方向に関して決定された前記角膜（１４）表面を三次元数式で記述し
、且つ、数学的変換を利用して、前記第２視線方向に関する測定三次元データを前記第１
視線方向に関して決定された式にフィッティングさせることによって、前記第２視線方向
と前記眼球支点位置（ＡＤＬ）を決定する計算装置（１４３）と、
を備えることを特徴とするに記載の装置。
【請求項７】
　前記数学的変換が空間における点周りの回転であることを特徴とする請求項６記載の装
置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特許請求項１のプリアンブルで記載した眼球支点位置を決定する方法に関す
る。
【０００２】
　また、本発明は、眼球支点位置を決定し、入力パラメタとして使用する、眼鏡レンズを
眼に合わせて最適化する方法に関する。
【０００３】
　更に、本発明は、参照構造を有する眼の少なくとも２つの光学的パラメタを決定する方
法に関し、該方法では、各パラメタを決定するために、眼について、別々の記録ユニット
を用いて其々写真記録する。
【０００４】
　また、本発明は、上記方法を実行する装置にも関する。
【背景技術】
【０００５】
　眼鏡レンズ、特に特別注文（カスタマイズ）累進レンズを最適化するために、眼／眼鏡
システムに関する様々なパラメタを考慮に入れることが知られている。そうしたパラメタ
としては、例えば、瞳距離ＰＤ、角膜頂距離ＨＳＡ、眼鏡レンズの前傾角度α、左右眼鏡
レンズのフレーム円板角αR、αLの他、光学的又は機械的眼球支点Ｚ’、Ｍの位置がある
。カスタマイズ累進レンズは、眼鏡レンズについて計算する際に少なくとも１つの個人用
パラメタを考慮に入れる場合の累進レンズ、及び自由造形技術によって作製する累進レン
ズであると理解されるが、これについては、例えば、ダブリュ・グリム（Ｗ．Ｇｒｉｍｍ
）氏及びジー・ケルヒ（Ｇ．Ｋｅｌｃｈ）氏によるドイツ検眼士新聞（Ｄｅｕｔｓｃｈｅ
　Ｏｐｔｉｋｅｒｚｅｉｔｕｎｇ）ＤＯＺ４＋５／２０００での記事「Ｇｒａｄａｌ（登
録商標）Ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌ：Ｋｏｎｚｅｐｔｉｏｎ、Ｆｅｒｔｉｇｕｎｇ　ｕｎｄ　
Ａｎｐａｓｓｕｎｇ」（Ｇｒａｄａｌ（登録商標）Ｃｕｓｔｏｍｉｚｅｄ：設計、製作、
及び調整）において、欧州特許第ＥＰ８５７５９３Ｂ１号において、及び／又は欧州特許
第ＥＰ５６２３３６Ｂ１号において記載されているところである。
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【０００６】
　非カスタマイズ眼鏡レンズの場合、そうしたパラメタは、母集団の代表的な断面に関す
る統計的平均値から決定される。対照的に、カスタマイズ眼鏡レンズの場合では、パラメ
タは、例えば、出願人によって「ｉ．Ｔｅｒｍｉｎａｌ」及び「Ｒｅｌａｘｅｄ　Ｖｉｓ
ｉｏｎ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ」という対象別名称で製造販売されているような所謂ビデオセ
ンタリングシステムを用いて、各眼鏡着用者について個別に測定される。しかしながら、
そうしたビデオセンタリングシステムは、今のところ、眼球支点位置を用いて眼鏡レンズ
を十分正確に最適化できるようにはなっていない。
【０００７】
　眼球支点位置を考慮に入れたい場合、該位置は、処方眼鏡レンズの平均球面を介して眼
軸長から既知の方法で導出できる。しかしながら、この場合、実情と十分対応しない多く
の仮定がなされる。
【０００８】
　眼軸長と処方眼鏡レンズの球面との関係は、簡潔にするために直線として仮定されるこ
とが多い。しかしながら、角膜と眼球水晶体の両曲率だけでなく眼軸長も、互いに全く無
関係に増大する及び／又は異なって拡張するので、これは実際には真実ではない。
【０００９】
　一般に、眼球支点は眼球内部にある点状の支点と見なせば、十分である。しかしながら
、極一般的な言い方をすると、本発明では、拡張した全体的に略球状の眼球支点ゾーンも
含む。簡潔にするために、特に他に記述しない限り、まずは点状の眼球支点から、以下本
発明及び従来技術について記載する。
【００１０】
　眼鏡を処方する通常の手順では、眼鏡レンズは、自覚屈折検査及びビデオセンタリング
測定に基づいて処方される及びセンタリングされる。
【００１１】
　これに関しては、屈折の決定とセンタリングという２操作が異なる装置で行われるため
、両者の決定間で関連付けがなされない点で、不利である。例えば、フォロプタを用いて
屈折を決定する際に、フォロプタを、眼の２つの瞳孔中心を結ぶ線に対して第１角度だけ
傾けることがある。また、選択した眼鏡フレームを第２角度に対して回転させることがあ
る。最悪の場合、これら２角度が合計されて、完成眼鏡について行われる処方と補正とで
シリンダ軸の複数の角度が不一致となってしまうことがある。
【００１２】
　国際特許第ＷＯ２００６／１０６２４８Ａ１号では、眼球支点位置を決定する方法及び
装置について開示している。この既知の方法の場合、被検者は望遠鏡に似たユニットを覗
き込む。空間における該ユニットのアライメントを、該ユニットにある三次元アクティブ
センサで決定する。被検者は頭部に更なるかかるセンサを装着して、該センサで頭部の位
置とアライメントを決定する。該ユニットの被検者から逸れた側に、光軸に沿って光線を
発する光源を配置する。光源と被検者の眼の間に、中心印を有する２つの格子を配置する
。被検者は、次に、光線と該２印が一致するまで該ユニットを移動させる。空間における
視軸の位置を、この場合ユニットと頭部について求めた位置データから計算する。その後
、この操作を異なる視線方向から数回繰り返し、それにより複数の視軸を決定する。そう
して支点を、眼球支点位置として算出する。
【００１３】
　この既知の手順は、別個のユニットにかなりの費用が必要となるという短所がある。そ
の上、測定精度も被検者の主観的な反応によって左右される。
【００１４】
　欧州特許第ＥＰ０８２５８２６Ａ１では、並行して視覚情報を得る方法及び装置につい
て開示している。この既知の手順の場合、眼球支点位置を決定するために、被検者頭部の
アライメントと位置を固定して、注視線を、両眼が連続して注視したと識別された少なく
とも２注視点に関して決定する。これらの注視点は、瞳孔位置を決定するためにカメラと
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センサのホルダに常時連結される２印点である。従って、眼球支点は、注視点で規定され
る注視線の交点に存在することになる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明の目的は、眼球支点位置を決定する他の方法を利用可能にすることである。更に
、その目的は、特に異なるユニットを使用した複数の異なる測定で眼／眼鏡システムのパ
ラメタを検出中に、測定値に対して共通の空間的基準を求められるようにする方法を提供
することである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　冒頭で言及した方法のうち第１の方法の場合は、この目的を、本発明により、
　ａ）眼の角膜の平均曲率を決定するステップ
　ｂ）眼の平均位相誤差を決定するステップ
　ｃ）平均曲率と平均位相誤差から眼軸長を決定するステップ
　ｄ）眼軸長から眼球支点位置を決定するステップ
　で達成する。
【００１７】
　角膜の平均曲率は、一般に角膜頂周り半径４ｍｍの円領域である、角膜頂領域における
角膜曲率の平均値を表す。眼の位相誤差は、眼から出た波面の位相の、基準波から、ここ
では一般的に平面波面からの偏差とする。この平均位相誤差は、波面の平均曲率を表す。
眼軸長は、角膜頂と小窩間の眼の幾何学長である。眼球支点位置は、極一般的に光学的眼
球支点の場所として理解される。ＤＩＮ（ドイツ工業規格）５３４０－４３によると、例
えば、頭と身体を無理のない状態にして、無限遠点を直接視認する際に、機械的眼球支点
から、眼内部に延伸させた注視線への垂線の足を、光学的眼球支点（記号Ｚ’）と見なす
。ＤＩＮ５３４０－４２によると、例えば、機械的眼球支点（記号Ｍ）は、少なくとも視
線の移動中変位する眼の点である。
【００１８】
　冒頭で言及した方法のうち別の第２の方法では、この目的を、本発明により、
　ａ）少なくとも２視線方向に関して眼の特徴部分の位置及び／形状を検出するステップ
、即ち、欧州特許第ＥＰ０８２５８２６Ａ１号とは対照的に、常時規定のマーキングはせ
ず及び／又は頭部の位置を固定せずに、該検出を行うステップ
　ｂ）２視線方向に関する眼の少なくとも１特徴軸の位置を、該２視線に関する、眼の特
徴部分の各位置及び／又は各形状から検出するステップ
　ｃ）２視線方向に関する眼の少なくとも１特徴軸の位置から眼球支点位置を決定するス
テップ
　で達成する。
【００１９】
　冒頭で言及した方法のうち更なる第３の方法の場合には、この目的を、本発明により、
　ａ）被検者の第１視線方向に関する眼の角膜表面の少なくとも一部を三次元で測定する
ステップ
　ｂ）ステップａ）で決定した角膜表面を、三次元数式で記述するステップ
　ｃ）ステップａ）の視線方向と比較して変化した被検者の視線方向に関する角膜表面の
少なくとも一部を三次元で測定するが、該測定は、ステップａ）についてと同じ測定位置
で、ステップａ）と比較して不変な被検者の頭部位置に対して行われるステップ　 
　ｄ）ステップｃ）の視線方向及び／又は眼球支点位置を、ステップｃ）で測定した三次
元データをステップｂ）で決定した式に、数学的変換、特に空間における点周りの回転を
利用して、フィッティングさせて決定するステップ
　で達成する。
【００２０】
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　冒頭で言及した方法のうち更なる第４の方法の場合には、この目的を、本発明により眼
の参照構造を写真記録中に同時に其々記録すること、及びパラメタ値を参照構造と照合す
ることによって達成する。
【００２１】
　また、本発明の目的は、上記方法を実行する装置によって達成される。
【００２２】
　特に、冒頭で言及した、被検者の眼の眼球支点位置を決定する装置のうち第１の装置は
、
　ａ）眼の角膜の平均曲率を決定する曲率決定装置
　ｂ）眼の平均位相誤差を決定する位相誤差測定装置
　ｃ）平均曲率と平均位相誤差から眼軸長を決定する眼軸長計算装置
　ｄ）眼軸長から眼球支点位置を決定する眼球支点決定装置
　を特徴とする。
【００２３】
　曲率決定装置を、例えば、ビデオケラトグラフィ又はケラトメータとすることができる
。例えば、位相誤差測定装置を、自動屈折計又は波面センサとして設計できる。例えば、
眼軸長計算装置及び眼球支点決定装置を、市販のパーソナルコンピュータの形で一緒に実
装できる。
【００２４】
　冒頭で言及した装置のうち別の第２の装置は、
　ａ）上記意味での、少なくとも２視線方向に関する眼の特徴部分の位置及び／又は形状
を検出する記録装置
　ｂ）眼の特徴部分の位置及び／又は形状から２視線方向に関する眼の少なくとも１特徴
軸の位置を決定する決定装置
　ｃ）２視線方向に関する眼の特徴軸の位置から眼球支点位置を決定する決定装置
　を特徴とする。
【００２５】
　例えば、記録装置を、センタリングユニット又はデジタルカメラとすることができる。
例えば、決定装置と眼球支点決定装置を、市販のパーソナルコンピュータの形で一緒に実
装できる。
【００２６】
　冒頭で言及した装置のうち更なる第３の装置は、
　ａ）被検者の第１視線方向に関する眼の角膜表面の少なくとも一部を三次元で測定し、
同じ測定位置で、被検者の頭部位置は変えずに、第１視線方向と比べて変化した、被検者
の第２視線方向に関する角膜表面の少なくとも一部を三次元で測定する測定装置
　ｂ）第１視線方向に関して決定した角膜表面を三次元数式で記述し、また、該第２視線
方向に関する測定三次元データを、第１視線方向に関して決定した式に、数式を用いて、
特に空間におけるある点周りに回転させて、フィッティングさせて、第２視線方向の他に
眼球支点位置も決定する計算装置
　を含む。
【００２７】
　一例として、ビデオケラトグラフィを測定装置として使用できる。計算装置を、例えば
市販のパーソナルコンピュータとすることができる。
【００２８】
　最後に、参照構造を有する眼の少なくとも２つの光学パラメタを決定する本発明の第４
の装置には、その都度眼に関する光学パラメタの１つを決定するための、眼について写真
記録する別個の記録ユニットを備える。記録ユニットを、写真記録中に眼の参照構造を同
時に其々記録するように設計する。（少なくとも）１つの計算装置を、パラメタ値を参照
構造と照合するために設ける。
【００２９】
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　本発明が基づく目的は、このようにして完全に達成される。
【００３０】
　初めの３方法は、眼球支点位置を従来よりも正確に決定できる点で、優れている。従っ
て、カスタマイズ累進レンズの表面トポグラフィを算出、作製する際に、眼球支点位置を
考慮すると、特にカスタマイズ累進レンズをより一層良好に最適化可能となる。
【００３１】
　角膜の平均曲率及び眼の平均位相誤差は、角膜トポグラフィ及び／又は眼の波面誤差の
三次元測定を用いて、所定軸の貫通点で無制限に決定できる。
【００３２】
　第１～第３の方法により、既知のシステムを僅かに変更するだけで、上記の更に良好な
最適化を達成可能になる。
【００３３】
　第４の方法により、異なるユニットで記録された２パラメタを良好に関連付け可能にな
り、その結果、眼鏡の不正確な調整を回避できる。
【００３４】
　最初に挙げた本発明の方法の場合では、眼球支点位置ＡＤＬを、以下の関係式を使用し
て、眼軸長ＬＡから決定できる。
【００３５】
 ＡＤＬ＝ｋ3ＬＡ     （１）
【００３６】
　この場合単位メートルで特定した量ＡＤＬで、注視線上にある角膜頂と光学的眼球支点
Ｚ’の中心との距離を特定する。ｋ3は、規定可能な無次元パラメタである。
【００３７】
　このパラメタｋ3を、例えば、グルストランド理論に従い、１３．５／２３．８として
選定する。しかしながら一般に、この値から、例えば、其々±１０％又は５％の偏差は許
容できる。
【００３８】
　この最初に挙げた方法の場合、眼軸長ＬＡを、例えば、以下の関係式を使用して、平均
曲率ＫＨ及び平均位相誤差ＰＦから決定できる。
【００３９】
 ＬＡ＝（ｋ1－ＰＦ）ＫＨ／ｋ2 （２）
【００４０】
　平均曲率ＫＨは一般にミリメートルで特定され、平均位相誤差は一般的にディオプタの
大きさで特定される。パラメタｋ1及びｋ2は原則として自由に規定できる。ｋ1は、位相
誤差、具体的にはディオプタの大きさであり、ｋ2も同様にディオプタの大きさである。
【００４１】
　本発明者の理論に従うと、ｋ1を５２．６３４ｄｐｔ、ｋ2を１７．３９５ｄｐｔとして
選定する。しかしながら、一般に、これらの値から其々±１０％又は±５％の差は許容で
きる。この測定には、母集団の圧倒的大部分に対して、確実に眼球支点位置を最適決定で
きるという利点がある。
【００４２】
　この最初に挙げた方法では、瞳孔開口領域の角膜の平均曲率ＫＨを決定するのに、一般
にステップａ）で十分である。周囲の明るさに応じて瞳孔開口の拡張が異なるため、瞳孔
中心周りに直径８ｍｍの領域を取るのが、通例となっている。
【００４３】
　角膜の曲率ＫＨと位相誤差ＰＦの場合に特に重要になるのが、光軸周辺領域であるため
、一般に、ステップａ）で決定するのを角膜の平均曲率ＫＨとし、ステップｂ）で決定す
るのを眼の光軸周辺領域及び／又は注視線周辺領域及び／又は視軸周辺領域其々での位相
誤差ＰＦとする。これらの軸周りの典型的な半径は４ｍｍである。また、一般に、半径を
２ｍｍまで、又は１ｍｍにまで減少させても十分である。例えばＤＩＮ５３４０－で提示
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される角膜表面の法線は、眼の光軸と考えられ、該光軸が眼内部に延伸する部分は、眼の
残りの屈折面の曲率中心から最短距離を有する。ＤＩＮ５３４０－３６０で提示されたよ
うな、中心で結像した物点と網膜上の像点とを結んだ直線は、視軸（視線）として使用で
きる。一例として、ＤＩＮ５３４０－１５９で提示された、中心窩で結像した物点と眼の
入射瞳の中心とを結んだ直線は、注視線として使用できる。
【００４４】
　上記特定した測定には、上記値の決定が、該値を空間的に相互に照合、即ち、特定の軸
又は瞳孔中心と照合して決定することによって、改善されるという利点がある。
【００４５】
　位相誤差を、例えば、ハルトマン－シャック法を用いて、波面屈折計によって測定でき
る。その後、平均値を、波面自動屈折計を使い測定した位相誤差分布から得る。この平均
値が、平均位相誤差ＰＦに相当する。波面自動屈折計を使い位相誤差を決定すると、位相
誤差における位置変動を考慮できるという利点がある。また、オートレフラクトメータを
、波面自動屈折計の代わりに使用できる。
【００４６】
　第２の方法の場合では、例えば、眼の特徴部分は、瞳孔及び／又は角膜縁及び／又は虹
彩を含むことができる。眼のこれらの特徴部分は、肉眼で認識でき、従って、ユーザと自
動検出システムの両方によって、簡単な方法で明確に識別できる。そのため誤認を殆ど排
除できる。
【００４７】
　上記特定した、瞳孔、角膜縁、及び／又は虹彩といった特徴部分の代わりに、勿論、例
えば、血管や、色で区別できる領域等の、眼を特徴付ける他の部分（特に生体測定部分）
も使用可能である。かかる構造は、例えば、回転に関して構造的に不変性が不足するとい
った問題がある個々の場合でも、照合できる。
【００４８】
　眼の特徴部分の位置及び／又は形状を、例えば、較正した撮影システムによって検出で
きる。較正撮影システムは、頭／眼系の三次元パラメタを検出するのに使用できる撮影シ
ステムと理解される。こうしたシステムを使用する利点は、該システムを使用して十分正
確に測定できる点である。
【００４９】
　例えば、較正したビデオセンタリングシステムを、較正撮影システムとして使用できる
。一般に、較正していないビデオセンタリングシステムは単なるデジタルカメラであり、
従って、運転パラメタを測定しても意味がない。
【００５０】
　一例として、２視線方向に関する眼の特徴部分の各位置及び／又は各形状から、２視線
方向に関するその位置を決定できる少なくとも１特徴軸は、注視線及び／又は視軸及び／
又は光軸を含むことができる。例えば、３特徴全てを、上記方法を使用して、予め記録し
たデータから簡単な演算処理によって決定できる。
【００５１】
　この第２の方法の場合では、眼球支点位置の決定は、眼の特徴軸が交差する点を決定す
ることを含むことができる。
【００５２】
　例えば、この第２の方法は、以下の
　ａ）眼の特徴部分を検出し、該部分の幾何学的中心と共に、該中心がある特徴部分の平
面を通り、被検者の第１視線方向に向かう法線も決定するステップ
　ｂ）眼の特徴部分を検出し、該部分の幾何学的中心と共に、該中心がある特徴部分の平
面を通り、被検者の第１視線方向から外れた第２視線方向に向かう法線も決定するステッ
プ
　ｃ）ステップａ）とｂ）で決定した法線ベクトルの方向から眼球支点位置を決定するス
テップ
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　を含むことができる。
【００５３】
　異なる視線方向の場合での特徴軸の交点の代わりに、２特徴軸を決定し、２特徴軸の交
点として眼球支点位置を決定することも可能である。
【００５４】
　２特徴軸の交点の代わりに、３特徴軸以上を決定し、眼球支点位置を、特徴軸で接線方
向に囲んだ球体積の中心として決定することも可能である。
【００５５】
　被検者の眼の眼球支点位置を決定するために、上述した方法の１つを、眼球支点位置を
決定し、入力パラメタとして使用する、被検者の眼に合わせた眼鏡レンズを最適化する方
法として、使用できる。
【００５６】
　例えば、本発明の第４の方法は、以下の
　ａ）第１測定状況で眼の参照構造を測定するステップ
　ｂ）第２測定状況で眼の参照構造を測定するステップ
　ｃ）該２測定状況間での参照構造の位置変化を決定するステップ
　ｄ）処方された眼鏡レンズを位置変化の関数に従って補正するステップ
　を含むことができる。
【００５７】
　ａ）とｂ）による測定値を互いに関連付けできる点で、この方法は優れている。同方法
のステップａ）及びｂ）は、例えば２記録装置で実行できる。同方法のステップｃ）及び
ｄ）は、例えば、演算装置（例えば、パーソナルコンピュータ）で実行できる。
【００５８】
　一例として、この方法の発展形では、参照構造を測定するために、眼の瞳孔中心の位置
及び／又は角膜頂の位置を決定する。瞳孔中心の位置又は角膜頂の位置は、検出が容易な
ため、参照構造として特に適している。
【００５９】
　また、参照構造として、例えば、虹彩の構造又は真皮の血管も適している。かかる参照
構造は、一般に、いかなる対称性もない。そのため空間における明確な位置特定が可能で
ある。
【００６０】
　プログラムをコンピュータで実行する際に、上記方法の１つを行うように、プログラム
コードを有するコンピュータプログラムをセットアップできる。コンピュータプログラム
を、例えば、機械可読媒体に格納できる。
【００６１】
　更なる利点については、以下の記述及び添付図によって明らかとなろう。
【００６２】
　言うまでもなく、上記特徴及び以下で更に説明する特徴を、其々特定した組み合わせだ
けでなく、本発明の範囲から逸脱しない範囲で、他の組み合わせ又は単独で使用できる。
【００６３】
　本発明の例示的実施形態を、図面で示し、以下の記述で更に詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】様々な視線方向及び支点と眼球支点を説明する目的で、上向きに回転した眼の第
１概略側面図を示す。
【図２】眼に関する更なるパラメタを説明する目的で、眼鏡レンズを正面に置いた状態で
、正面前方を向いた眼の第２概略側面図を示す。
【図３】特定の眼領域を説明する目的で、眼の正面図を示す。
【図４】波面自動屈折計を用いた、眼の位相誤差の測定について説明する目的で、正面前
方を向いた眼の第３概略側面図を示す。
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【図５】眼球支点位置を決定するために、本発明の第１方法との関連で、どのように図表
を使用できるかについて示している。
【図６】被検者が正面前方を見た場合に、角膜を点毎に測定した図を示している。
【図７】図６の角膜を説明する三次元数学関数の図を示している。
【図８】被検者が図６以外の方向を見ている場合に、角膜を点毎に測定した図を示してい
る。
【図９】図６による視線方向と比較して、図８による視線方向での角膜各点の図を示して
いる。
【図１０】図９による角膜各点を、図７による数学関数にフィッティングした後の結果の
図を示している。
【図１１】本発明による被検者の眼にある眼球支点位置を決定する装置を示す。
【図１２】本発明による眼球支点位置を決定する別の装置を示す。
【図１３】本発明による眼球支点位置を決定する更なる装置を示す。
【図１４】本発明による、眼に関する少なくとも２つの光学パラメタを決定する装置を示
す。
【発明を実施するための形態】
【００６５】
　図１及び図２では、１０は、眼を表す。眼１０は、硝子体液１２、角膜１４、虹彩１６
、瞳孔１７、水晶体１８を有する。
【００６６】
　眼球１０が回転運動を行う際、これは空間的に１支点周りに厳密には発生せず－むしろ
、瞬時に発生した支点が存在する略球面領域となるだけである。眼球の運動中に位置が若
干変動する点を、機械的眼球支点Ｍとして表す（ＤＩＮ５３４０－４２と比較されたい）
。
【００６７】
　ＧＬは、視軸（視線）を表す。ＤＩＮ５３４０－３６０によると、固定物点と、該物点
と対になった、小窩１１の中心にある像点との間を直線で結んだ線である。
【００６８】
　ＦＬは、注視線（視線）を表す。ＤＩＮ５３４０－１５９によると、中央に結像された
物点と入射瞳１７の中心との間を直線で結んだ線である。
【００６９】
　ＯＡは光軸を表す。
【００７０】
　光学的眼球支点を、Ｚ’で表す。ＤＩＮ５３４０－４３によると、機械的眼球支点Ｍか
ら注視線ＦＬへの垂線の足となる。
【００７１】
　光軸ＯＡと注視線ＦＬとの間の角度を、図１では、γで表す。ここでは、角度γを一次
元的にのみ示し、立体角を上下左右に記号で表している。
【００７２】
　図２では、眼鏡レンズ２０を、眼１０の正面に配置している。眼鏡レンズは、眼１０に
面する側が裏面２２となっている。フレーム平面に垂直な視線方向で計測する角膜頂点１
５から裏面２２までの距離を、角膜頂距離ＨＳＡとして表す（ＤＩＮ　ＥＮ　ＩＳＯ　１
３６６６－５．２７と比較されたい）。光学的眼球支点Ｚ’から角膜頂点１５までの距離
で、角膜頂点１５を基準にした眼球支点位置ＡＤＬを特定する。
【００７３】
　眼球支点位置ＡＤＬは、眼鏡レンズ２０の計算において重要パラメタとなる。眼鏡レン
ズ２０は、眼１０の各視線方向に対して最適な結像特性を有するように、常に最適化され
る。
【００７４】
　図３では、眼１０の正面図を示している。特徴的な構造が、虹彩１７で認められ、虹彩



(10) JP 5536110 B2 2014.7.2

10

20

30

40

50

１７の他に真皮２４の微小血管の構造でも認められる。
【実施例】
【００７５】
第１例示的実施形態
　本発明の方法に関する第１例示的実施形態の場合では、眼球支点位置ＡＤＬを、眼球モ
デル及び眼軸長ＬＡの推定値に基づいて決定する。本方法を実施する本発明の装置１２０
を、図１１に示している。本方法は以下のステップを含む。
【００７６】
　第１ステップ１ａ）では、ユニット１２２、具体的には適当なスキャナを使用して、角
膜１４のトポグラフィを決定し、該トポグラフィから角膜１４の平均曲率ＫＨを決定する
。この測定中に、角膜１４の頂点位置の他に、瞳孔１７の中心位置も同時に決定できる。
【００７７】
　第２ステップ１ｂ）では、位相誤差、及び眼１０の位相誤差ＰＦの平均値を決定する。
例えば、図４で示すような、既知の設計の波面自動屈折計１２４をこの目的で使用するが
、該波面自動屈折計１２４は、眼１０の瞳孔１７の開口径に亘る位相誤差の分布を決定す
る。例えば、位相誤差分布を、所謂標準ハルトマン－シャック法を用いて決定できる。こ
の手法は、網膜１３に点在し、眼から入射した波面４２と、散乱し、眼を通過する前の波
面４１との比較に基づくものである。また、瞳孔１７の中心位置もこの場合決定できる。
また、これら２測定を、適宜、ユニット内の２つの異なる測定装置を用いて実行できる（
この理由で、図１１では２つの同一な装置１２２、１２４を示している）。次に、コンピ
ュータ１２６で、被検者の眼１０に関する位相誤差ＰＦの算術平均値を、当該領域に亘る
位相誤差の分布から算出する。
【００７８】
　上記２ステップにおける、測定位置に関する共通の参照系を作成するために、本発明に
よれば、２ステップ１ａ）と１ｂ）其々において、例えば、図３で示した、虹彩１７の又
は真皮２４にある微小血管の構造を検出する撮影記録を更に行うことができる。次に、こ
れらの構造を、更なるパラメタと同様に、瞳孔中心の位置及び角膜頂の位置に対する参照
系として使用できる。
【００７９】
　ステップ１ｃ）では、今度は、眼軸長ＬＡを、そうして決定した値ＫＨと値ＰＦから決
定する。この目的で、以下の関係式を使用してもよい。
【００８０】
　　　　ＬＡ＝（ｋ1－ＫＲ）ＫＨ／ｋ2

【００８１】
　式中、定数ｋ1とｋ2は、多数の眼に関する測定値から設定されたモデルから、取得する
。
【００８２】
　このために、図５では、眼軸長と角膜曲率（横軸ＬＡ／ＫＨ）の商と、眼の位相誤差（
縦軸ＰＦ）との関係で図表３０を示している。各点は、被検者の実際の測定結果を表して
いる。平均直線３４で、測定値間の線形関係を再現している。
【００８３】
　定数ｋ1及びｋ2を、以下：
ｋ1＝５２．６３４ｄｐｔ
ｋ2＝１７．３９５ｄｐｔ
のように直線３４のプロファイルから収集できる。
【００８４】
　第４ステップ１ｄ）では、そうして決定した眼軸長ＬＡを使用して、以下の関係式に基
づき眼球支点ＡＤＬの位置を決定できる。
【００８５】
　　　　ＡＤＬ＝ｋ3ＬＡ，
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【００８６】
　この場合、例えば、グルストランド氏によると、経験値は、ｋ3＝１３．５／２３．８
となる。
【００８７】
　こうして決定した眼球支点ＡＤＬの位置は、カスタマイズして最適化する眼鏡レンズの
計算における入力パラメタとして使用できる。
【００８８】
　ステップａ）で、瞳孔開口部領域の角膜１４の平均曲率ＫＨを決定するのが、好ましい
。或いは、又は更に、ステップａ）で角膜１４の平均曲率ＫＨと、ステップｂ）で眼１０
の軸ＯＡ、ＧＬ周りの各領域における位相誤差ＰＦとを決定できる。角膜１４の平均曲率
ＫＨは、特にこの場合、角膜頂周り直径１２ｍｍの領域で決定され、一方で平均位相誤差
ＰＦは、瞳孔中心周りの対応する領域で決定される。該２値は、このように空間的に関連
付けられる、即ち、２値は、例えば、特定の特徴軸ＯＡ又はＧＬと照合される、或いは、
瞳孔中心と照合される。
【００８９】
　第２例示的実施形態
　本発明の方法の第２例示的実施形態によると、眼の特徴部分の位置及び／又は形状を少
なくとも２視線方向で検出でき、そこから、今度は、該２視線方向に関して眼の少なくと
も１特徴軸の位置を決定でき、該２視線方向に関して眼の当該特徴軸を用いて、眼球支点
位置を決定できる。
【００９０】
　こうして決定した眼球支点位置を今度は、カスタマイズして最適化する眼鏡レンズの計
算における入力パラメタとして、使用できる。
【００９１】
　第１変形例では、特に、眼の特徴部分の位置から、眼球支点位置の決定を以下のように
行う。
【００９２】
　被検者に指定した固視標を見てもらう。較正撮影システムを使用して、この視線方向に
関する眼について記録する。かかる較正撮影システムを、出願人が、ＲＶＴ及びｉ．Ｔｅ
ｒｍｉｎａｌという名称で販売しているようなビデオセンタリングシステムとしてもよい
。この目的を達成するには、ビデオセンタリングシステムは、異なる視線方向の眼１０の
画像を記録できるよう設定しさえすればよい。図１２の参照記号１３１は、かかるビデオ
センタリングシステムで正面前方の視線方向に関して記録しているところを描写している
。
【００９３】
　次に、被検者に別の視線方向で固視標を見てもらう。較正撮影システムを使用して、こ
の第２視線方向に関して新たに眼について記録する。図１２の参照記号１３２は、ビデオ
センタリングシステムで横視線方向に関して記録しているところを描写している。次に、
これらの記録を使用して、例えば、瞳孔（特に瞳孔中心）、虹彩、角膜縁、血管等の眼の
特徴的な部分の位置を、例えばコンピュータ１３３によって決定する。例えば、注視線Ｆ
Ｌ、及び／又は視軸ＧＬ、及び／又は光軸ＯＡ等の特徴的な眼軸は、其々の場合に、異な
る視線方向γに関して、該異なる視線方向γについての情報から、即ち、各注視点及び記
録から得られた特徴的な眼の各部分の位置が識別される程度から、決定できる。従って、
これらは眼球支点位置ＡＤＬを決定するのに役立つ。
【００９４】
　一例として、第１ステップ２ａ）では、被検者が例えば正面前方を見ている状態で、瞳
孔１７及び瞳孔中心の位置を特に記録する。瞳孔中心での瞳面に対する法線を、該位置か
ら決定し、そうして第１視線方向γ1を決定する。
【００９５】
　第２ステップ２ｂ）では、被検者が次に横を見ている状態で、瞳孔１７及び瞳孔中心の



(12) JP 5536110 B2 2014.7.2

10

20

30

40

50

位置を記録する。瞳孔中心での瞳面に対する法線を、また同様に該位置から決定し、そう
して第２視線方向γ2を決定する。
【００９６】
　第３ステップ２ｃ）では、次に、眼球支点Ｚ’、即ち、眼球支点の位置ＡＤＬを、異な
る視線方向γ1、γ2からの２本の異なる法線ベクトルの交点として決定する。
【００９７】
　３視線方向γ以上から記録することを前提とすると、瞬時に発生する眼球支点が存在す
る、拡張される、通常略球状の既に言及したゾーンを決定することもできる。
【００９８】
　第２変形例、特に、眼の特徴部分の形状から眼球支点位置を決定することについて、以
下で説明する。
【００９９】
　前変形例の場合のように、較正撮影システムを使用して、異なる視線方向γに関して眼
について記録する。次に、これらの記録を使用して、例えば、瞳孔、虹彩、血管等の特徴
的な眼の部分の形状を決定する。特徴軸をこれら形状から導出できる。前述した変形例の
場合以外では、本方法の変形例では、異なる視線方向γに対して異なる固視標を識別する
必要はない。従って今度は、該軸が眼球支点位置を決定する役割を果たす。
【０１００】
　異なる視線方向γにすると、眼球支点位置は、眼１０に関する数学的変換から決定され
、較正撮影システムが、数学的変換に使用される。
【０１０１】
　第３例示的実施形態
　本発明の方法の第３例示的実施形態の場合では、角膜１４の表面を、例えば、被検者が
正面前方を見るとする第１ステップ３ａ）で、三次元で測定する。これを、例えば、出願
人が「ｉＰｒｏｆｉｌｅｒ」の名称で販売しているようなユニットを用いて行うことがで
きる。図１３では、本方法を実行する装置１４０について概説している。「ｉＰｒｏｆｉ
ｌｅｒ」は、同図では参照記号１４１で表す。
【０１０２】
　図６では、正面前方を見た場合に、角膜１４に関して測定した点の例示的説明図を示し
ている。上向きのＺ軸は、この視線方向と一致する。
【０１０３】
　第２ステップ３ｂ）では、第１ステップで決定した角膜１４の表面について、例えば、
コンピュータ１４３で三次元数式によって説明する。
【０１０４】
　従来の数学的手法を使用して、この式を決定できる。この例としては、例えば最小二乗
法による、点へのフィッティングの近似がある。この近似については、例えば、マスワー
クス社（ＭａｔｈＷｏｒｋｓ　Ｉｎｃ．）からのＭＡＴＬＡＢソフトウェアパケットの「
ｌｓｑｎｏｎｌｉｎ」関数に関する命令で説明される。更なる例としては、ゼルニケ多項
式やスプライン等の適切な数学関数クラスがある。
【０１０５】
　図７では、ステップ３ｂ）で角膜データに対して近似を行った結果得られた表面を示し
ている。ここでは、基本的な数学的記述を用いて、ステップ３ｂ）で測定した角膜１４領
域の任意の各点に対する角膜１４上の点を計算できる。
【０１０６】
　第３ステップ３ｃ）では、角膜１４の表面の少なくとも一部を、被検者が角度γだけ傾
けて見たとして、ステップ３ａ）と同じ測定位置で、三次元で測定する。
【０１０７】
　図８では、ステップ３ｃ）について説明している。図示した例示的実施形態では、ステ
ップ３ａ）と同じ測定範囲を、別の視線方向γに関して眼１０について測定するのに使用
している。つまり、ステップ３ａ）で測定した角膜表面の一部は測定範囲から外れ、真皮
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２４の一部が測定範囲に入っている。これについては、図８で、測定点のプロファイルに
おける容易に認識可能なキンクによって説明されている。
【０１０８】
　図９では、ステップ３ｃ）で測定した別の視線方向γに関する角膜点の位置について、
ステップ３ａ）の角膜点の位置と比較して、示している。
【０１０９】
　第４ステップ３ｄ）では、視線方向γの角度及び眼球支点ＡＤＬの位置を、ステップ３
ｃ）で決定した三次元データをステップ３ｂ）で決定した数式にフィッティングさせて、
決定する。
【０１１０】
　これを、ステップ３ｃ）で決定したデータを、ステップ３ｂ）で決定した角膜表面の数
学的記述と出来る限り一致するまで、空間内で点周りに回転を適用することによって、行
う。視線方向γ（ベクトル）と眼球支点位置ＡＤＬの場所を、本方法では、近似（例えば
、最小二乗法）に関する自由パラメタとして、ステップ３ｂ）で予め決定した角膜表面の
数学的記述に使用する。ベストフィットが得られたなら、眼球支点位置ＡＤＬ及び視線方
向γが求められたことになる。よって、本方法では、被検者に特定の視線方向γを指示す
る必要はない。また、ステップ３ｃ）で角膜表面の一部だけを測定するだけで十分である
。重要なのは、ステップ３ａ）で既に測定しており、ステップ３ｂ）で数式の決定で含め
られた角膜１４の領域を、ステップ３ｃ）でも測定することである。
【０１１１】
　図１０では、ステップ３ｄ）で実行した近似の結果について示している。ステップ３ｃ
）で決定した測定点を、空間内の点（眼球支点）周りに回転させて、ステップ３ｂ）で求
めた表面に出来るだけ良く合わせている。ステップ３ｃ）に関する例で測定した、即ち、
図８の真皮２４の一部も、角膜１４の外側の正しい場所にある。
【０１１２】
　第４例示的実施形態
　本発明の方法の第４例示的実施形態では、眼１０の参照構造を、一般的に第１測定状況
において第１ステップ４ａ）で検出する。対応する装置１５０を、図１４に示す。この場
合、参照構造は、虹彩１６の構造又は真皮２４の血管の構造（参照記号１５１と比較され
たい）である。
【０１１３】
　第２ステップ４ｂ）では、眼１０の参照構造を、第２測定状況で検出する。第１及び第
２測定状況は、２つの異なる測定が行われ、及び／又は２つの異なる測定方法が、好適に
は異なる測定ユニット１５１、１５２によって使用されていることを意味するものと理解
される。
【０１１４】
　第３ステップ４ｃ）では、位置の変化、特にステップ４ａ）と４ｂ）の測定状況間の回
転を、コンピュータ（コンピュータ１５３）で決定し、眼鏡レンズ２０を処方する際に、
考慮に入れる。
【０１１５】
　本発明によると、ステップ４ａ）～４ｃ）における参照構造の測定位置に関する共通の
参照系を生成するために、参照構造の撮影記録を、各ステップ４ａ）及び４ｂ）で行うこ
とができる。その結果、参照構造を、更なるパラメタと同様に瞳孔中心及び角膜頂の位置
に対する共通参照系として使用できる。
【０１１６】
　本方法は、例えば、第２及び第３方法に必要であるような異なる視線方向にすると、眼
に関する２記録を関連付けるのに適している。
【符号の説明】
【０１１７】
１０　　　　眼
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１１　　　　小窩
１２　　　　硝子体液
１３　　　　網膜面
１４　　　　角膜
１５　　　　角膜頂
１６　　　　虹彩
１７　　　　瞳孔
１８　　　　レンズ
１９　　　　角膜縁
２０　　　　眼鏡レンズ
２２　　　　裏面
２４　　　　真皮
３０　　　　図表
３２　　　　測定点
３４　　　　直線
４１、４２　波面
１２０、１３０、１４０　眼球支点位置を決定する装置
１２２、１２４、１４１　ｉＰｒｏｆｉｌｅｒ
１２６、１３３、１４３、１５３　　　コンピュータ
１３１、１５１　ビデオセンタリングユニット（レコーダ１）
１３２、１５２　ビデオセンタリングユニット（レコーダ２）
１５０　　　少なくとも２つの光学パラメタを決定する装置
ＡＤＬ　　　眼球支点位置
ＨＡ　　　　眼の物体側主点
ＨＳＡ　　　角膜頂距離 
ＦＬ　　　　注視線
ＧＬ　　　　視軸
ＰＦ　　　　平均位相誤差
ＫＨ　　　　角膜の曲率
ＬＡ　　　　眼軸長
Ｍ　　　　　機械的眼球支点
ＯＡ　　　　光軸
Ｚ’　　　　光学的眼球支点
ｘ、ｙ、ｚ　空間的座標
γ　　　　　角度、視線方向
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